
 



別添１

○ 業務規程例（平成 15 年３月７日付け水産庁長官通知 14 水管第 3670 号）の一部改正 新旧対照表

改 正 後 現 行

別表８ 安全の確保のため周知すべき内容及び方法 別表８ 安全の確保のため周知すべき内容及び方法

周知の方法 周知する内容 周知の方法 周知する内容

(該当に○) (該当に○) (該当に○) (該当に○)

( )遊漁船に周知 一般的事項 ( )遊漁船に周知 一般的事項

内容を掲示す ( )出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指 内容を掲示す ( )出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指

る。 示に従うこと る。 示に従うこと

( )遊漁船の乗船 ( )遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと ( )遊漁船の乗船 ( )遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと

前に書面を配布 ( )航行中、波の影響により船体が動揺することがあるこ 前に書面を配布

する。 とから、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に する。

乗船すること

( )天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと ( )天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと

( )救命胴衣等の保管場所 ( )救命胴衣等の保管場所

( )乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用 ( )乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用

すること すること

（略） （略） （略） （略）

別表９ 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項 別表９ 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は 航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は

以下のとおり行動します。(該当に○) 以下のとおり行動します。(該当に○)

一般的事項 一般的事項

( )出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に ( )出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に

案内しません。 案内しません。

( )航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見

張りを行うとともに、波に対する針路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十

分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。

( )航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に

対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導しま

す。

( )海中転落のおそれのある作業をする場合は、救命胴衣等を着用します。 ( )海中転落のおそれのある作業をする場合は、救命胴衣等を着用します。

( )利用者には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用させる ( )利用者には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用させる

よう努めます。 よう努めます。

( )12 歳未満の小児には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣 ( )12 歳未満の小児には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣

等を着用させます。 等を着用させます。

( )気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断さ ( )気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断さ

れる場合は、利用者に救命胴衣等を着用させます。 れる場合は、利用者に救命胴衣等を着用させます。

( )その他（ ） ( )その他（ ）

船釣りをする場合 船釣りをする場合

（略） （略）

磯等渡しをする場合 磯等渡しをする場合

（略） （略）

上記以外（観光定置、観光底びき等）をする場合 上記以外（観光定置、観光底びき等）をする場合

（略） （略）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添２ 

都道府県知事 あて 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社団法人全国遊漁船業協会 あて 



 
 
 
 
 
 
 
 

遊漁船業務主任者養成講習実施者 あて 


